
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地でクレジットカード払いをした場合 

領収書の発行が可能か必ず確認してください。 

クレジットカード 

売上票 
利用内容が確認できる書類 

（チケットの半券、明細書等） 

１ 

領収書の発行ができなかった場合は、下記の書類を提出してください。 

「カード売上票」が発行されなかった場合は、下記の書類を提出してください。 

 

※照合に不要な部分は黒く塗りつぶして提出してください。 

※通帳の写しは、「表紙（通帳の名義人（本人名）が記載されているページ）」 

 ＋「支払日」＋「支払先」＋「支払金額」が確認できるページ。 

【クレカ売上票に名義が記載されていない場合の確認方法】 

1111 2222 3333 4567 

TARO FUKURI 

福利 太朗 

1111 2222 3333 4567 

ご署名 

売上票（お客様控） 

カード番号 

XXXX XXXX XXXX 4567 

この部分で照合します 

ここは塗りつぶしてください 

・カードによって表記が異なりますが、番号と名義

が一緒に写る面をコピーして売上票と一緒に添

付してください。 

・照合に不要な情報は黒く塗りつぶしてください。 

支払に使用したカードを

コピーする。 

※カード名義の記載がない場合は下記の方法で本人確認します。 
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ネットで購入、予約等をして支払った場合 

ネットで購入・予約を行い支払ったものについて、 

領収書の発行ができないものは、下記の書類を提出してください。 

事前に銀行振込（ＡＴＭ含む）で支払った場合 

購入明細 

又は 

購入画面の写し 

※購入画面やデジタルチケットについては、スクリーンショットしたもの

を印刷して貼付してください。 

 

振込明細書 

 

領収書の発行が可能か必ず確認してください。 

領収書の発行ができなかった場合は、下記の書類を提出してください。 

口座引き落としで支払った場合 

領収書の発行が可能か必ず確認してください。 

領収書の発行ができなかった場合は、下記の書類を提出してください。 

２ 

３ 

４ 

領収書の発行が可能か必ず確認してください。 

※通帳の写しは、「表紙（通帳の名義人（本人名）が記載されているページ）」 

 ＋「支払日」＋「支払先」＋「支払金額」が確認できるページ。 

※照合に不要な部分は黒く塗りつぶして提出してください。 

※照合に不要な部分は黒く塗りつぶして提出してください。 

 

※照合に不要な部分は黒く塗りつぶして提出してください。 

23



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コンビニ等で支払った場合 

受領証 

領収書の発行が可能か必ず確認してください。 

領収書の発行ができなかった場合は、下記の書類を提出してください。 

５ 

 

※照合に不要な部分は黒く塗りつぶして提出してください。 

添付書類の写しについての注意 

払込受領証 

福利 吾郎 様 

\ 8,195 

〇〇ロックフェスティバル 
～夏の陣～ 

△△記念公園野外ひろば 
202X 年 8 月 X 日（日） 

13:00 開場 14:00 開演 

スタンディング  整理番号 XXXX 番 

\ 7,700(税込) 

チケットを記念に取っておきたい方は写しでも大丈夫です。デジタル

チケットの場合は、スクショして印刷した物を添付してください。 

金額はチケット代＋手数料 

になっていますか？ 
（手数料のみではありませんか？） 

宛名がフルネームに

なっていますか？ 

レクリエーション補助では、添付書類(領収書や請求明細書等)について

写しの添付を認めています。 

しかし、以下の行為を行った場合は不正受給として以後給付を受けられ

なくなることや、不正に受給した金額の返還を求めることがあります。 

また、場合によっては詐欺罪や私文書偽造罪として刑罰に処せられるこ

とがあります。 
 

不正受給及び刑罰に該当する行為の例 

・業者になりすまして偽りの記載がある領収書を作成した 

・拾得した領収書や、他人から譲り受けた領収書の宛名に自分の名義を

追記した 

・上記のような偽りの記載がある領収書を添付して、レクリエーション

補助の請求をした 

 

「コバトン」「さいたまっち」 

24


